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障がい者歯科診療所がオープンします
一般の歯科医院では治療が困難な障がい者の歯科診療を行う診療所を
休日歯科診療所（保健医療センター内）に開設します。

○診　療　日　毎月 第2・第3・第4木曜日
　　　　　　※祝日の場合は休診となります。
○診療時間　午前9時～午後1時
○予約受付　6月9日（火）から受付開始
　　　　　　毎週 火曜日～金曜日の午前9時～正午
　　　　　　蒲郡市歯科医師会事務局 ☎69◆8020

★幼児・学童･成人の歯科相談
★フッ素塗布（幼児・学童のみ）
★虫歯菌・歯周病菌の観察
★口腔がん・矯正歯科相談
★人形色づけ・立体手型（定員あり）
★口臭チェック
★ブラッシング指導
★講演会（各2回）※おみやげ付
　①「フッ素についての話」
　②「噛めばかむほど得する話」

と　き　6月7日（日）
　　　　午前9時30分～午後2時30分
ところ　保健センター

市では、平成21年度中に満40・45・50・55・60・65・70歳になる方
を対象に、歯周病検診を実施しています。
対象の方には、個別に通知します。詳しくは保健センターへ。

保健センター ☎67◆1151

健康がまごおり21実践隊
・健康生活チェック
・健康相談
　　　　　　　もあるよ


